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障害に関する相談は「相談支援事業所」へ

水道管の「凍結対策」をお願いします

水を使用していなければ、銀色の円盤部分は完全に止まる。
水を使用していないのに少しでも回転していれば、漏水の可能性が高くなります。

メーター指針 ( 左図の場合 492㎥ )
仮に前回検針指針が 482㎥ だった場合、この期間の使用水量は 10㎥ となります。

▶凍結を特に注意する箇所　屋外の露出水道管や風当たりの強いところ（特に北側）
▶凍結を防ぐ方法 
・保温材や布、新聞紙などを隙間なく巻きつけ、水が濡れないように保護する
・冷え込みが厳しい時は、蛇口から少量の水を出しておくと有効　※水道代に注意
・長期間留守にするときは、水道メーター横のバルブで止水し、残り水を出し切る
▶凍結して水が出ないとき 
・自然に解けるのを待つか、タオルなどを巻き付け、ゆっくりと「ぬるま湯」を 
  かけて解かす　※熱湯をかけると、水道管が破裂やひび割れをすることがある
▶破裂したとき 
 ・応急処置として、水道メーター横のバルブまたはレバーを閉めて水を止める。 
　その後、市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼する 
※水道管の破裂などによる修理費用は、所有者負担
▶漏水の確認 
　宅内の水道設備の管理は、使用者が行う必要があります。２カ月に１回の検針では、
宅内 ( 敷地内 ) での水漏れなどの発見が遅れる可能性があるため、定期的にメーター
を確認し、漏水の早期発見に協力してください。
　特に、いつもより使用水量が多い、毎月少しずつ使用水量が増えている、常時水
音が聞こえる、敷地内でいつも湿っているところがあるような場合は、漏水の可能
性があるので、気になる点があれば水道課へ問い合わせください。

　障害者本人や家族のさまざまな相談に、専門の相談員が応じます。福祉、医療、教育、就労などの情報提供や専
門機関の紹介など、地域で安心して生活するための手伝いを無料で行いますので、気軽に相談してください。

12 月 3 日～ 12 月 9 日は障害者週間
　誰もが互いの人格と個性を尊重して支え
あう共生社会を実現するため、市民一人一
人が役割と責任を自覚し、障害に関する関
心や理解を深めましょう。

事業所名 電話番号
島原グリーンステーション（緑町） 63-4808
はなえみ（萩が丘二丁目） 63-9700
島原市医師会居宅介護支援センター（萩原一丁目） 62-5153
あいりす（片町） 73-9553
ライフサポートりよっと（有明町大三東） 68-1161
相談支援事業所グッドアカデミー（中安徳町） 60-4177
相談支援事業所　ACT しまばら（萩原二丁目） 73-6955

▶市内の相談支援事業所 ▶問い合わせ先　福祉課

気象情報などを確認し、気温が氷点下まで下がる前に、水道管の凍結対策をお願いします。
▶問い合わせ先　水道課

※市指定給水装置工事事業者など、詳しくは市ホームページを確認してください

止水せん メーター

水道管の巻きつけ例水道管の巻きつけ例

【止水せん】※水の止め方
 バルブ：時計回りに回す
 レバー：メーターと反対方向に
 動かす（メーター横に止水せん
 がない場合もある）

秘密は守ります


